
【平成２８年度　物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】

業者名 所在地 入札参加停止等期間 該当事項 理由

株式会社トーエネック
愛知県名古屋市中区栄一丁目
２０番３１号

 平成２８年　６月　４日から
 平成２８年　７月　３日まで
（１カ月）

別表第２第８号
（不正又は不誠実
な行為）に該当

　三重県及び三重県企業庁が発注した電気工事にお
いて、建設業法第３条第１項の許可を受けないで建
設業を営むものと、同法施行令第１条の２第１項で
定める軽微な建設工事の範囲を超える金額をもって
下請契約を締結したことについて、国土交通省中部
地方整備局長より、平成２８年５月１６日に同法第
２８条第３項に基づく監督処分（営業停止７日間）
を受けたため。

株式会社川島商会 浜松市中区元城町１０５-１８
 平成２８年　７月　８日から
 平成２８年　８月　７日まで
（１カ月）

別表第２第８号
（不正又は不誠実
な行為）に該当

　平成２８年６月３０日執行「特定健診受診勧奨は
がきの印刷について」の公募型見積合せにおいて、
落札したにもかかわらず契約を辞退したため。

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号 ―

浜松市物品の購入
等に係る入札参加
停止等措置要綱第
１１条に該当

「平成２８年度オンライン業務システム運用支援業
務」において、業務端末の更新作業を実施した際
に、端末内のファイル更新プログラムの不具合によ
り、ファイルが正しく更新されなかった。
　その結果、６月６日から６月２７日までの間、浜
北区区民生活課において、東区及び西区在住者の証
明書１３０件のうち、一部証明書について交付日現
在の区長名ではない名前が記載されたものが交付さ
れたため。※平成２８年７月２２日文書注意。

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号
 平成２８年　７月２２日から
 平成２８年１０月２１日まで
（３カ月）

別表第２第４号
（独占禁止法違反
行為）に該当

東京電力株式会社（現在は東京電力ホールディング
ス株式会社）が発注する特定電力保安通信用機器の
納入に関し、独占禁止法第３条（不当な取引制限の
禁止）に違反する行為を行っていたとして、平成
２８年７月１２日公正取引委員会から違反事実の認
定をされたため。
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【平成２８年度　物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】

業者名 所在地 入札参加停止等期間 該当事項 理由

富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中
四丁目１番１号

 平成２８年　７月２２日から
 平成２８年１０月２１日まで
（３カ月）

別表第２第４号
（独占禁止法違反
行為）に該当

東京電力株式会社（現在は東京電力ホールディング
ス株式会社）が発注する特定電力保安通信用機器の
納入に関し、独占禁止法第３条（不当な取引制限の
禁止）に違反する行為を行っていたとして、平成
２８年７月１２日公正取引委員会から違反事実の認
定をされたため。

アロマジックサービス
株式会社

静岡県浜松市中区元城町１０９
番地の１４

―

浜松市物品の購入
等に係る入札参加
停止等措置要綱第
１１条に該当

「（一括）平成28年度いきいきプラザ中央、いきい
きプラザ天竜川、可美市民サービスセンター清掃及
び衛生管理業務委託」において、青龍荘の浴室洗い
場の排水管詰まりの確認・処置を依頼した。施設の
館長立会いのもと、作業員が原因物を溶解させるた
め、溶解剤の水酸化カリウムを排水管に投入、水を
加える作業を実施。同様の作業２回目を実施したと
ころ想定以上の化学反応を起こして、逆流・噴出し
た液体が飛び散った。これにより、施設の館長及び
作業員の両者の顔や身体に火傷を負う事故を発生さ
せたため。※平成２８年８月２５日文書注意。

スズトクホールディングス
株式会社

東京都千代田区大手町一丁目７
番２号東京サンケイビル１５階

 平成２８年　９月２９日から
 平成２８年１０月２８日まで
（１ヶ月）

別表第２第８号
（不正又は不誠実
な行為）に該当

　平成２８年９月１６日執行「平成２８年度使用済
小型電子機器等売払業務（後期）」の見積合わせに
おいて、落札したにもかかわらず契約を辞退したた
め。

有限会社イワブチガス 浜松市浜北区於呂２６７３-２
 平成２８年１０月　５日から
 平成２８年１１月　４日まで
（１ヶ月）

別表第２第８号
（不正又は不誠実
な行為）に該当

平成２８年９月１３日に（一括）平成２８年度消火
器点検業務（浜北区）及び（一括）平成２８年度消
火器点検業務（天竜区）の入札において、落札した
にもかかわらず契約を辞退したため。
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【平成２８年度　物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】

業者名 所在地 入札参加停止等期間 該当事項 理由

東洋計器株式会社
株式会社

長野県松本市和田３９６７－１
０

 平成２８年１０月２８日から
 平成２８年１１月２７日まで
（１ヶ月）

別表第２第８号
（不正又は不誠実
な行為）に該当

　平成２８年９月２３日に浜松市上下水道部で執行
された「無線式水道メーター下取り１３㎜の購入に
ついて」の見積合わせにおいて、落札したにもかか
わらず契約を辞退したため。

有限会社鈴メディカル
静岡県浜松市南区飯田町８７７
番地の２

 平成２８年１２月１０日から
 平成２８年１２月２３日まで
（２週間）

別表第１第４号
（契約違反）に該
当

　平成２８年６月２０日執行「試薬類（アコニチン
標準品等14種）の購入について」の見積合せにおい
て、落札したにもかかわらず納品を平成２８年１１
月３０日まで遅延させたため。

株式会社トーエネック
愛知県名古屋市中区栄一丁目
２０番３１号

 平成２８年１２月１７日から
 平成２９年　１月１６日まで
（１カ月）

別表第２第８号
（不正又は不誠実
な行為）に該当

愛知県海部郡飛鳥村内の太陽光発電設備設置工事に
おいて、平成２７年９月２日、作業員が倉庫屋根上
で太陽光パネルを設置する作業中に墜落し死亡する
事故が発生した。この件について労働者に危険を及
ぼす恐れがあったにも関わらず、労働災害を防止す
るための必要な措置を講じていなかったとして、労
働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受け、
その刑が確定したため。
また、当該事実を受けて、国土交通省中部地方整備
局が平成２８年１１月７日、建設業法第２８条第１
項に基づく監督処分（指示）を行ったため。

鈴木構造設計
静岡県浜松市中区北田町１３４
-４３

 平成２８年１２月２１日から
 平成２９年　１月２０日まで
（１ヶ月）

別表第２第８号
（不正又は不誠実
な行為）に該当

平成２８年１２月１４日執行「平成２８年度　浜松
市立城北図書館屋外渡り廊下構造劣化調査業務」の
指名競争入札において、落札したにもかかわらず契
約を辞退したため。

湖南工業株式会社
静岡県浜松市南区小沢渡町３番
地

 平成２９年　１月１９日から
 平成２９年　２月１８日まで
（１ヶ月）

別表第２第８号
（不正又は不誠実
な行為）に該当

　平成２９年１月１０日執行「舞台用山台の購入に
ついて」の公募型見積合せにおいて、落札したにも
かかわらず契約を辞退したため。
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【平成２８年度　物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】

業者名 所在地 入札参加停止等期間 該当事項 理由

㈱富士通ゼネラル
神奈川県川崎市高津区末長３丁
目３番１７号

 平成２９年  ３月  １日から
 平成２９年  ８月３１日まで
（６カ月）

沖電気工業㈱
東京都港区芝浦四丁目１０番１
６号

 平成２９年　３月  １日から
 平成２９年　５月３１日まで
（３カ月）

日本無線株式会社
東京都三鷹市下連雀５丁目１番
１号

 平成２９年　３月１日から
 平成２９年　５月３１日まで
（３カ月）

㈱日立国際電気
東京都港区西新橋２－１５－１
２

 平成２９年　３月  １日から
 平成２９年　５月３１日まで
（３カ月）

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号
 平成２９年　３月  １日から
 平成２９年　８月３１日まで
（６カ月）

富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２
 平成２９年　３月　４日から
 平成２９年　６月　３日まで
（３カ月）

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号
 平成２９年　３月　４日から
 平成２９年　９月　３日まで
（６カ月）

別表第２第４号
（独占禁止法違反
行為）に該当

中部電力株式会社が発注する特定ハイブリッド光通
信装置及び特定伝送路用装置に関し、独占禁止法第
３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行
為を行っていたとして、平成２９年２月１５日、公
正取引委員会から日本電気㈱は同法の規定に基づく
排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、富士通㈱
については違反事実の認定を受けたため。
なお、両者は課徴金減免制度の適用事業者として公
表されている。

全国の市町村等が発注した消防救急デジタル無線機
器の入札等について、独占禁止法第３条（不当な取
引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていた
として、公正取引委員会から平成２９年２月２日、
同法の規定に基づく排除措置命令を受け、又、㈱日
立国際電気を除く４社は課徴金納付命令を受けたた
め。
なお、㈱富士通ゼネラルを除く４社は、課徴金減免
制度の適用事業者として公表されている。

別表第２第４号
（独占禁止法違反
行為）に該当
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【平成２８年度　物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】

業者名 所在地 入札参加停止等期間 該当事項 理由

渡辺パイプ株式会社
東京都中央区築地五丁目６番１
０号浜離宮パークサイドプレス
６階

 平成２９年　３月　４日から
 平成２９年　９月　３日まで
（６カ月）

別表第２第４号
（独占禁止法違反
行為）に該当

地方公共団体等が宮城県又は福島県の区域を施工場
所として発注する施設園芸用施設の建設工事に関
し、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の
規定に違反する行為を行っていたとして、平成２９
年２月１６日、公正取引委員会から同法の規定に基
づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたた
め。
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